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ドライチャンバー工法で作業を行う海外ダイバーは、北海油田などの石油施設で働く潜水士であ
り、国際海洋請負業者協会（IMCA）が認定した、英国安全衛生庁（HSE）やオーストラリアダイ
バー認証機構（ADAS）の資格を有している。

IMCA：International Marine Contractors Association
HSE：Health and Safety Executive
ADAS：Australian Diver Accreditation Scheme
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*1 HSEの資格は、1989年以降、"Part1"が"Surface Supply"に、"Part2"が"Closed Bell"に名称変更されているが、内容は同じものである。

*2  IMCA自体の資格はないが、管理補助者、管理者受験者の能力評価のため、各国の資格の認証を行っている。

認証機関国名

低 高資格レベル

各国の資格はレベルごとに評価基準が定められており、各国で資
格の相互認証を行っている。ドライチャンバー工法で作業を行うた
めには、Ｂレベル以上（水深50ｍの潜水）が求められる。
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試験科目及び範囲と海外ダイバー資格を取得するために要求される能力要素

潜水業務に関する基礎知識 ○

潜水業務の危険性及び事故発生時の措置 ○ ○

潜水業務に必要な送気の方法 ○

潜降及び浮上の方法 ○

潜水器に関する知識 ○

潜水器の扱い方 ○

潜水器の点検及び修理の仕方 ○

高気圧障害の病理 ○

高気圧障害の種類とその症状 ○

高気圧障害の予防方法 ○

救急処置 ○

再圧室に関する基礎知識 ○ ○ ○

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び
労働安全衛生規則中の関係条項

高気圧作業安全衛生規則

圧気工法の概要 ○

圧気工法の種類及びその用途 ○

圧気工法による業務の危険性及び事故発生時
の措置（有害ガスの危険性及びその測定法を含
む。）

○ ○

高圧室内作業者に対する加圧及び減圧のため
の送気及び排気その他高圧室内業務に必要な
送気及び排気の方法

○ ○

設備の種類 ○

設備の取扱い方 ○

設備の点検及び修理の仕方 ○

高気圧障害の病理 ○

高気圧障害の種類とその症状 ○

高気圧障害の予防方法 ○

救急処置 ○

再圧室に関する基礎知識 ○ ○ ○

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び
労働安全衛生規則中の関係条項

高気圧作業安全衛生規則

U
nd

er
w

at
er

 W
or

k
（
水

中
作

業
）

C
om

pr
es

se
d 

ai
r s

up
pl

y
（
圧

縮
気

体
供

給
）

C
om

pr
es

si
on

 c
ha

m
be

rs
（
加

圧
チ

ャ
ン

バ
ー

）

P
hy

si
ol

og
y 

an
d 

Fi
rs

t a
id

（
生

理
学

及
び

応
急

処
置

）

(4) 関係法令

(1) 潜水業務

(2) 送気、潜降
及び浮上

(3) 高気圧障害
S

ea
m

an
sh

ip
（
操

船
術

）

C
om

m
un

ic
at

io
n

（
通

信
）

(4) 関係法令

国内 海外

労働安全衛生法　労働安全衛生規則、高気圧作業安全衛生規則等
主要各国ダイバー資格（50m対応のエアー潜水）

（ADAScheme Part 3、HSE Part 1など）

免許 試験科目 範囲
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潜水業務
潜水物理学・潜水業務における危険・救助方法など

潜水士（学科） 高圧室内作業主任者（学科）

高気圧障害
人体機能、減圧症、一次救命処置など

関連法令 関連法令

送気、潜降及び浮上
送気装置/潜水機器、潜降・浮上方法、潜水可能時間など

操船術
海象の確認、距離の確認、小型船の操縦、乗船者の義務

通信
海象の確認、距離の確認、小型船の操縦、乗船者の義務

圧気工法
機器の構造、ガスの測定、災害防止対策

海外ダイバー資格（HSE Part1、ADAS Part3など）（学科+実技）

高気圧障害
物理学基礎、減圧症、一次救命処置など

送気及び排気
送気・排気装置、減圧時間など

水中作業
探査・計測技術、切断/溶接機器の使用法、水中施工技術など

法律及びガイダンス
労働安全に係る法律など
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